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【本県の現状・課題等】
１　被害対策交付金の予算確保

本県では、年間４～５万頭のイノシシ、ニホンジカが捕獲されているが、捕獲経費の支
援継続に加え、経年劣化に対応する耐久性の高い防護柵の整備が不可欠となっており、継
続的な予算の確保が必要である。

２　イノシシ、カモの被害防止対策
イノシシについては、生息数の把握手法が確立できていないことから、生息数の低減に

つながる捕獲目標の設定に苦慮している。また、カモの生態に不明な点があるとともに、
被害防止技術も十分確立できていない。

３　市街地対策の強化
野生鳥獣の市街地出没対応マニュアルを作成し、被害防止に努めているが、国の支援は

農林業被害対策にとどまっており、人身事故の防止を目的とした防護柵の整備や捕獲、追
い払い等への支援制度は未整備である。

４　捕獲の担い手対策
高齢化等により銃猟免許所持者が減少する中、銃器の取扱い経験者の免許取得を促進す

るなど、新たな捕獲の担い手の確保が求められる。
５　生物多様性保全上重要な保全地域における捕獲対策

壱岐対馬国定公園対馬地区において、環境省の設置した「対馬ニホンジカ対策戦略会
議」の構成機関が連携して捕獲を開始したところであり、今後、効果的に捕獲を行ってい
くため実施結果の検証等を引き続き国が主導し実施していくことが重要である。

また、西海国立公園五島列島地区においてもシカの増加が問題となっており、地域によ
る捕獲が実施されているが、シカ食害による下層植生の衰退や土壌流亡による景観の質の
低下が顕在化しており、国による調査及び捕獲の推進が必要である。

【提案・要望】
農山村における野生動物による農林業被害、生活環境被害、生態系被害対策とし

て以下の支援を行うこと
１　鳥獣被害防止総合対策交付金（農林水産省）及び指定管理鳥獣捕獲等事業交

付金（環境省）について、必要な予算を確保すること
２　イノシシによる農作物等の被害防止対策を効率的かつ効果的に実施するため、

国において精度の高い生息数推定手法を確立するとともに、ＩＣＴを活用した
有効な捕獲システムを構築すること

また、農作物を食害するカモの生態や新たな被害防止対策等の研究を進める
こと

３　野生動物の市街地出没対策を強化し、人身事故発生防止策を講じること
４　銃器の取扱い経験が豊富な人材を捕獲の担い手として活用するため、自衛

官・警察官ＯＢへの働きかけを行うとともに、狩猟免許の取得や保持に係る負
担軽減など捕獲従事者の確保・育成対策の充実を図ること

５　国内希少野生動植物種ツシマヤマネコの保護を図るべき対馬において、ニホ
ンジカ対策を引き続き国が主導し進めること

生物多様性確保に重要な西海国立公園五島列島地区において、ニホンジカに
よる生態系被害の対策を国が率先して講じること

68　鳥獣被害防止対策の強化について
【農林水産省、環境省】
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【提案・要望実現の効果】
（被害対策交付金の予算確保）
有害鳥獣の捕獲経費の十分な支援と長期利用に耐える防護柵の計画的な導入により、農作

物被害の長期的な軽減が図られる。
（イノシシ、カモの被害防止対策）
イノシシの生息数推定を踏まえた戦略的な被害防止対策の立案が可能となり、対策の効率

化と被害の低減につながる。
また、カモに対する効果的な被害対策が可能となり、カモによる農作物被害の軽減が図ら

れる。
（市街地対策の強化）
市街地への出没に対する防護や捕獲対策等を実施することで、人身事故等の未然防止によ

る住民生活の安全が図られる。
（捕獲の担い手対策）
銃器の取扱い経験があり、かつ法令順守意識と指導力の高い自衛官・警察官ＯＢの狩猟免

許取得の促進などにより、新たな捕獲の担い手が確保される。
（生物多様性保全上重要な保全地域における捕獲対策）
ニホンジカの捕獲を推進することで生態系被害が軽減され、ツシマヤマネコをはじめとす

る国内希少野生動植物種の生息生育地や優れた自然を有する国立公園における生物多様性の
保全が図られる。
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【本県の現状・課題等】
１　日本政策金融公庫からの融資残

公庫からの高金利（最高利率 6.5％）の借入金が現在も多く残っており、その金利負担
が経営を圧迫している中、「利用間伐推進資金」のうち「償還円滑化のための資金」は、

「利用間伐に必要な資金」と併せて借りる必要があることから、円滑な資金活用の支障と
なっている。

２　分収林契約変更の円滑化対策
長伐期施業への移行を推進しているが、消息不明の土地所有者が存在するため、分収林

契約の期間延長に係る相続登記手続き等が非常に困難な状況となっている。
３　森林整備法人の経営安定化等を図る地方公共団体への財政支援

県が林業公社の経営安定化のために行う無利子貸付金及び利子助成金については、今後
も継続するとともに措置率の引上げが必要である。

また、「林業公社に係る転貸債の取扱いについて」（総務省）によると、本県の無利子貸
付金は起債の対象とならないことから、起債要件の緩和が必要である。

【提案・要望】
林業公社の木材取扱量は本県で最も多く、林業公社の経営健全化を図ることが林

業・木材産業全体の発展につながるため、以下の支援を行うこと
１　日本政策金融公庫の融資制度等を改正すること

⑴　高金利の貸付金に対する任意繰上償還制度または低利借換制度を創設すること
⑵　利用間伐推進資金の貸付条件の緩和と償還円滑化のための資金に対する国

による利子補給制度を創設すること
２　長伐期施業のための分収林契約変更の円滑化対策を拡充すること
３　森林整備法人の経営安定化等を図る地方公共団体への財政支援を拡充すること

⑴　現行の特別交付税措置を継続するとともに措置率を引き上げること
⑵　起債要件を緩和し、県の無利子貸付金を起債制度の対象とすること

69　林業公社に対する支援制度の拡充について
【総務省、財務省、農林水産省】
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【提案・要望実現の効果】
（林業公社の経営改善）
金利負担軽減、分収林契約変更の円滑化等の支援により経営改善を図ることが期待され

る。
（森林の持つ公益的機能の維持増進）
林業公社の行う森林の造成等は、森林所有者による森林の整備が困難な地域において分収

林契約により森林整備を推進し、木材の安定供給にとどまらず、水源涵養、土砂災害防止、
二酸化炭素吸収など森林の公益的機能発揮の維持増進を行うものであり、林業公社の経営支
援によりその促進が図られる。
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【本県の現状・課題等】
＜斜面市街地・低利用地の整備＞

　　土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、市街地再開発事業及び優良建築物等整
備事業の促進

本県の多くの地域では、斜面市街地が形成され、厳しい土地条件になっており、この斜
面市街地には老朽建築物等が密集し、防災上、居住環境上多くの問題を抱えている。

また、限られた平地部分には、無秩序な市街化が進展したり、老朽化した低層の商業施
設等が密集しており、効率的な土地利用がなされておらず、市街地としての魅力が低迷し
つつあるため整備が必要である。

なお、土地区画整理事業においては、令和２年度から数年間は大規模な一括発注を行う
高田南など県内市町の事業が集中しており、予算確保が課題である。
＜公営住宅ストックの改善＞

　　公営住宅整備事業及び公営住宅ストック総合改善事業の促進
　　本県の公営住宅は昭和40年代から50年代にかけて建設されたストックが多く、これら

の住宅は経年劣化や現代の住生活ニーズに対応できておらず、良質な住環境とは言い難
い状況である。

低所得者層が安定した生活を営むためには、良質な住宅ストックへの更新及び改善を行
い、良好な住環境を形成する必要がある。

このため、各事業主体において策定した公営住宅等長寿命化計画等に基づき、県営住宅
と市町営住宅の役割分担を勘案しながら、建替・改善の手法を的確に見極め、事業を計画
的に進めるための予算確保が課題である。

【提案・要望】
まちづくり事業を推進し、災害に強く安全安心で強靭な県土づくりに必要な予算

の確保を要望する
１　土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、市街地再開発事業及び優良建

築物等整備事業の促進を図ること
２　公営住宅整備事業及び公営住宅ストック総合改善事業の促進を図ること

70　まちづくり事業の推進について
【国土交通省】
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【提案・要望実現の効果】
（項目１）
　　土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、市街地再開発事業及び優良建築物等整

備事業の促進
○　土地区画整理事業について５地区（長崎駅周辺地区、新大村駅周辺地区、高田南地

区、時津中央第２地区、西ノ原地区）の整備が行われ、道路等の公共施設の整備改善や
宅地の利用促進が図られる。特に、高田南地区は、残工事を５年間の一括施工で整備で
するため、公共施設の整備改善や土地利用促進が速やかに図られる。

○　住宅市街地総合整備事業について11地区の整備が行われ、斜面密集市街地における、
公共施設の整備等により、防災性が高まり、利便性も高まることから、住環境が改善
し、地区の定住促進が図られる。

長崎市（江平地区、稲佐・朝日地区、北大浦地区、南大浦地区、
　　　　水の浦地区、立神地区、立山地区）
佐世保市（矢岳・今福地区、戸尾・松川地区、福田・中通地区、東山地区）

○　市街地再開発事業について３地区の整備を推進しており、中心市街地の活性化が図ら
れる。

長崎市（新大工町地区、浜町地区）
諫早市（諫早駅東地区）

○　民間事業者が進めるサッカー専用スタジアムを中核とした複合施設の整備について、
優良建築物等整備事業によって支援することにより、地域の賑わいの拠点としての機
能、地域の防災機能の更なる向上が図られる。 

（項目２）
　　公営住宅整備事業及び公営住宅ストック総合改善事業の促進

○　住宅の耐震化や高齢者対応を図ることにより、安全安心で良質な住環境が整備され、
低額所得者の居住の安定確保が図られる。
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【本県の現状・課題等】
１　近年、教育を取り巻く環境は大きく変化し、家庭や地域の教育力の低下、不登校・暴

力行為の増加などにより、教職員の対応すべき課題も複雑・多様化しており、多忙化の
要因にもなっている。

このような中、特別な支援を要する子どもが増え、特別支援学級数及び通級指導教室数
が増加しており、今後もさらに増加する見込みである。

また、いじめや不登校など各学校が抱える個別の教育課題に対応するための加配定数は
年度ごとに措置されているものの、教育課題に長期的・安定的に対応するためには、新た
な計画に基づく定数改善が必要である。

２　国による義務教育費国庫負担金とともに地方交付税の財源調整機能も含めた財源措置
により、離島や過疎地域のへき地学校が、県全体の約３割を占める本県においても、国
が保障する一定の教育水準の確保が保たれている。

（本県の取組）
教職員の安定的・計画的な採用等を行うために、平成29年３月に義務標準法が改正され、

加配定数の一部が基礎定数化されたところである。本県では、通級指導等の個別の教育課題
に対応するために、国の加配定数を活用し教職員を配置している。

【提案・要望】
義務教育に係る新たな教職員定数改善計画の速やかな策定を図るとともに、確実

に必要な財源を確保すること
１　学校が直面する様々な教育課題を解決し、きめ細かな指導による質の高い教育

に長期的・安定的に取り組むとともに、実効性のある働き方改革を推進するため
にも、新たな教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実施すること

２　教育水準に地域間格差が生じないよう、義務教育費国庫負担金と地方交付税に
よる調整機能により財源を確保すること

71　義務教育に係る教職員定数の改善と確実な財源保
障について

【文部科学省】
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【提案・要望実現の効果】
（項目１）
新たな教職員定数改善計画に基づく定数改善により、正規職員を計画的に採用・配置し、

複雑・多様化した教育課題に対して長期的・安定的に取り組むとともに、教職員の長時間勤
務の改善を図ることができる。
（項目２）
憲法上の要請に基づく「教育の機会均等・教育水準の維持向上」が確保される。
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【本県の現状・課題等】

グローバル化の進展や人工知能の進化による社会や産業の大きな構造変化が予想される
中、子どもたちが変化の激しいグローバル化社会を生き抜くための確かな学力を身につけ、
様々な分野で地域を支える人材を育成するために、全県的な学力向上の取組をより一層推進
していく必要性が増している。

離島地域や過疎地域が多い本県では、現行制度下において県教育委員会が昭和52年から
全県的な広域交流人事を実施し、全県的にバランスのとれた人事異動を行い、教育の機会均
等と教育水準の維持向上を図ってきた。これにより、学力面や教諭の年齢のばらつき等、本
土部と離島部の教育格差を生むことなく、県内全ての学校で安定した教育活動が実施できて
いる。

また、現行制度が変更され、市町に人事権が移行された場合、都市志向から教職員の志願
者が大規模都市等へ集中し、小規模市町との教育水準の地域格差の発生が懸念される。

＜人事権移譲についての国の動き＞
政令指定都市以外の市町村への人事権移譲については、平成25年12月13日付けの中教審

答申「今後の地方教育行政の在り方について」の中で、「県費負担教職員の人事権について
は、引き続き、小規模市町村を含む一定規模の区域や都道府県において人事交流の調整を行
うようにする仕組みを構築することを前提とした上で、小規模市町村等の理解を得て、中核
市をはじめとする市町村に移譲することを検討する。」とされている。

また、平成27年１月30日の閣議決定「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」
においては、「広域での人事調整の仕組みにも配慮したうえで、中核市等に権限を移譲する
方向で検討を行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順
次実施する。」とされている。

【提案・要望】
離島やへき地の多い本県では、全県的な教職員の採用及び広域的な人事異動によ

り、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図っているため、現行制度を堅持する
こと

72　教職員の人事権に係る現行制度の堅持について
【文部科学省】
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【提案・要望実現の効果】

現行のとおり、県教育委員会が人事権を有し、県下全域で広域的な交流人事を推進するこ
とで教育水準の維持・向上と教育の機会均等が図られる。

現行制度が堅持されることは、本県が目指す人材育成及び学力向上にとって、大きな後ろ
盾となる。
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【本県の現状・課題等】

＜学校施設の老朽化＞
公立小中学校の施設整備については、耐震対策を最優先に取り組んできた結果、老朽化対

策は先送りされ、建築後25年以上経過した建物が全体の８割を占めるなど、学校施設の老
朽化への対応が急務となっている。

＜防災機能の強化＞
学校施設は、災害発生時には避難所としての役割も果たす極めて重要な施設であるため、

外壁の落下防止対策など耐震対策を進め、防災機能を一層強化していく必要がある。

＜快適で特色ある教育環境の整備＞
少人数学級の導入等による教育内容の多様化や特別な支援が必要な児童生徒の増加等によ

る施設のバリアフリー化など、安全・安心であることに加え、快適で特色ある教育環境の整
備が求められている。

＜国による財源の確保について＞
国では、これまでブロック塀の安全対策、普通教室等への空調の設置、さらに ｢防災・減

災、国土強靭化のための３か年緊急対策」等、耐震化や防災機能の強化等のため大型の予算
が措置されてきた。

しかしながら、令和２年度当初予算は前年度から減少しており、また、令和元年度補正予
算を加えても地方自治体の事業計画額を下回る状況となっている。県や市町の財政状況は依
然厳しく、防災機能の強化、老朽化対策や施設のバリアフリー化など、設置者が必要とする
施設整備を着実に進めるためには、引き続き、国の財政支援が必要不可欠である。

さらに、補助単価についても、年々改善はなされてきているが、依然として実勢単価との
間に乖離が生じており、事業を実施する地方公共団体の負担は大きい。

（本県の取り組み）
構造体の耐震化については、県立学校は既に完了しており、また、小中学校については、

機会を捉え市町に働きかけを行ってきた結果、平成30年度末時点で耐震化率は99.1％と
なっている。

また、市町教育委員会を対象とした研修会において、施設整備に関する助成制度の周知
や、各市町が抱える課題を共有する場を設けるなど、学校施設整備が円滑に進むよう取り組
んでいる。

【提案・要望】
公立学校の施設整備に係る学校施設環境改善交付金事業について、設置者の整備

計画どおりに事業を進めることができるよう、当初予算において十分な財源を確保
すること

１　公立学校施設の整備に係る必要な財源を当初予算で確保すること

２　実情に即した補助単価の引上げを図ること

73　公立学校施設の整備に係る財源の確保について
【文部科学省】
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【提案・要望実現の効果】

（項目１）
学校施設の整備に必要な財源を当初予算で確保することにより、老朽化対策や耐震化事

業、防災機能強化事業のほか、多様な学習内容・学習形態に対応した大規模改造事業など、
教育環境の改善を図る各種事業について、設置者の整備計画どおりに取り組むことができる
とともに、将来を担う子どもたちへの安全・安心で快適な教育環境の提供や災害時における
避難所としての利用が可能となる。

（項目２）
補助単価を引上げることで、事業を実施する地方公共団体の財政負担の軽減が図られる。
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【本県の現状・課題等】

本県教職員の時間外勤務の状況は、平成30年度実績で、教職員（延べ数）の６．２％が80
時間を超えている。

その超過勤務の主な要因は、部活動・社会体育、校務分掌・会議会合、授業準備・成績処
理等であり、授業以外の教職員の業務を削減する必要がある。

このため本県では、スクールサポートスタッフの配置支援（国１／３）や中学校における
部活動指導員の配置支援（国１／３）に係る補助事業を活用して、市町への補助事業を行っ
ているが、都道府県や市町村の費用負担が必要であることから、本県及び県内市町の厳しい
財政状況では、十分な予算措置が難しい。より一層の配置を推進するため、国の補助制度の
拡充と継続的な財政支援をお願いしたい。

（超過勤務の原因と思われる主な業務内容）
○部活動・社会体育等
○校務分掌・会議会合等
○授業準備・成績処理等　　　　など

【提案・要望】
「学校における働き方改革に関する取組の徹底について（平成31年３月18日付事

務次官通知）」で示された取り組むべき方策を着実に実施できるよう、長時間勤務の
是正に向けた環境整備を支援すること

また、スクールサポートスタッフや部活動指導員の配置に係る補助制度を拡充す
るとともに、継続的な財政支援を行うこと

74　「学校における働き方改革」の実現に向けた環境
整備について

【文部科学省】
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【提案・要望実現の効果】

スクールサポートスタッフの支援により、教職員の業務が削減され、教職員が子どもたち
と向き合う時間が増加する。

また、部活動指導員の配置が推進されることにより、超過勤務の主たる要因である部活動
指導業務が緩和されるとともに、専門的指導者が指導することで、部活動指導に不安を抱え
る教職員の負担軽減が図られる。
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【本県の現状・課題等】
本県では、「チーム学校」の理念に基づき、児童生徒への対応や、教職員や保護者への専

門的な助言や援助を充実させるため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー
の配置の拡充を進めてきた。

しかしながら、本県の厳しい財政状況の中で、十分な予算確保が極めて厳しく、１校あた
り週１日・数時間というように勤務時間が限られており、また、定期的なスクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカーの対応ができない学校も多数あったりするなど、各学校
において十分な機能を果たすことができない現状にある。

さらに、勤務体制や環境等を整えることが難しいことから優秀な人材が他の機関（病院
等）や他県へ流出しており、人材確保が困難になっている。

平成30年６月に閣議決定された教育振興基本計画や、令和元年11月に閣議決定された子
供の貧困対策に関する大綱においても、配置時間の充実等学校における専門スタッフとして
ふさわしい配置条件の実現について示されている。

いじめや暴力行為などの児童生徒の問題行動、不登校などの課題、支援を要する児童生徒
への適切な対応のため、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの教職員定数
化についても、早急な措置が必要である。

【提案・要望】
深刻化・複雑化している児童生徒の問題・諸課題に対応するため、スクールカウ

ンセラー及びスクールソーシャルワーカーに係る国庫補助率の引き上げを図りつつ、
早急に教職員定数化を行うこと 

なお、教職員定数化する際には、地域の実情等に合わせた弾力的な人員の配置等
ができるようにすること

75　スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの
国庫補助制度の充実並びに早期の教職員定数化について

【文部科学省】
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【提案・要望実現の効果】
国の補助率を引き上げることで配置拡充が更に進み、児童生徒等の不安や悩みの軽減、い

じめ・暴力行為などの問題行動や不登校などの諸課題の解消のために、迅速かつ継続して取
り組むことができる。

また、教職員定数化された場合、人員の配置等を弾力的に、本県独自に行うことができる
ようになれば、県内の様々な地域の実情に応じたスクールカウンセラー等の効果的活用が図
れる。
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【本県の現状・課題等】
近年、本県においては、児童生徒数が減少する中、通級指導教室及び特別支援学級で学ぶ

児童生徒数や、通常の学級で学ぶ発達障害等の特別な配慮が必要な児童生徒数が年々増加し
ており、一人一人の障害の状態等に応じた適切な指導や合理的配慮の提供などの支援を行う
ために、特別支援教育支援員の配置を促進することが喫緊の課題となっている。

また、特別支援学校においては、障害の重度・重複化により、医療的ケアが必要な児童生
徒数が増加傾向にあり、安全・安心な学校生活の確保や保護者の負担軽減のため、看護師配
置の拡充が求められている。

国においては、障害のある児童生徒の日常的な介助や学習支援等を行う「特別支援教育支
援員」を配置するため地方財政措置が行われているが、県市町の厳しい財政状況から、児童
生徒のニーズに応じた十分な配置が進んでいるとは言い難い状況である。

また、「看護師」の配置に係る経費についても、国庫補助や地方財政措置が行われ、年々
その額は拡充されているものの、それ以上に医療的ケアが必要な児童生徒が増えているた
め、看護師の多忙化とともに、保護者の負担も増えている状況であり、安全・安心な学校生
活のため、安定した財源の確保が必要である。
○（本県の取組）

平成24年度から県立高等学校に特別支援教育支援員を配置し、教職員と連携して特別
な教育的支援が必要な生徒の支援を行っている。

また、平成16年度から県立特別支援学校に看護師を配置し、医療的ケアの必要な児童
生徒の安全・安心な学校生活の確保に努めているところである。

【提案・要望】
インクルーシブ教育システムの構築に向けて特別支援教育の充実を図るため、「特

別支援教育支援員」及び「看護師」を定数化し、必要な財源措置を行うこと

76　特別支援教育の充実に必要な財源の措置について
【総務省、文部科学省】
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【提案・要望実現の効果】
「特別支援教育支援員」や「看護師」が定数化されることで、離島やへき地など県内のど

こに住んでいても、一人一人の障害に応じた適切な指導・支援が受けられるようになる。
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【本県の現状・課題等】

「対馬宗家関係資料」は、日記類、絵図類、典籍類、印章、衣裳等多岐にわたる種別で、
かつ膨大な資料で構成され、そのうち約５万２千点の資料が重要文化財に指定されている。

しかしながら、虫喰い等による資料の損傷が著しいものが多数散見されるため、平成27
年度から国の補助事業により修復を行っているが、本県の厳しい財政状況では修復が進まな
い現状にある。

修復が遅れるほど資料の劣化も進み、修復経費がさらに嵩むことが見込まれ、修復を促進
するためには、国の補助率の嵩上げ等の財政的支援が必要である。

また、資料の適切な保存・活用を図るためには、現在、県・市が整備を進めている新博物
館の適切な展示・収蔵環境の整備や資料修復のあり方についての学術的・専門的な助言等が
重要であり、国の技術的支援が必要である。

（本県の取組）

○　「対馬宗家関係資料」修復の特異性
「対馬宗家関係資料」は、資料の損傷度に応じて、専門業者委託による修復と、職員に

よるメンテナンス作業（簡易補修）を行っている。

○　新博物館の建設
対馬市に建設中の新博物館において、展示テーマとして「韓国との交流の歴史」を挙げ

ており、対馬独自の歴史資料である「対馬宗家関係資料」を展示する予定で、令和２年度
中の開館を目指して準備が進められている。

○　ユネスコ「世界の記憶」と日本遺産の活用
平成27年度に「国境の島～壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～」が日本遺産に認

定されるとともに、平成29年度には「朝鮮通信使に関する記憶」がユネスコ「世界の記
憶」に登録され、「対馬宗家関係資料」はいずれの構成資料にも含まれていることから、
今後、公開活用による交流人口の拡大や地域の活性化につなげる取組を推進する。

【提案・要望】
ユネスコ「世界の記憶」に登録されている「朝鮮通信使に関する記録」や日本遺

産「国境の島 壱岐・対馬・五島～古代からの架け橋～」を構成する資料である重要
文化財「対馬宗家関係資料」は近世日韓交流史を記録した我が国唯一の資料群であ
り、その保存と活用を通して、交流人口の拡大や地域の活性化に寄与することが期
待されることから、以下について、財政的・技術的支援を充実すること

１　重要文化財「対馬宗家関係資料」の修復を促進するため、国の補助金の嵩上
げ等の財政的支援を充実すること

２　現在、県と対馬市が整備を進めている新博物館における重要文化財の展示・
収蔵環境や資料修復のあり方について技術的支援を行うこと

77　重要文化財「対馬宗家関係資料」の保存と活用に
ついて

【文部科学省】
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【提案・要望実現の効果】

朝鮮との外交・貿易を担ってきた対馬藩の藩政記録である「対馬宗家関係資料」は、近世
日韓交流史を記録した我が国唯一の貴重かつ膨大な量の資料群であることから、日韓の研究
者等の注目を集めている。

調査・研究が進むことにより、日韓交流の歴史的事実の新たな発見等も期待されるととも
に日韓共同の調査・研究を通して、日韓のさらなる友好交流にも寄与することができる。

また、資料の展示・収蔵機能を強化し、適切な保存・活用を図ることにより、調査・研究
が促進されるとともに、交流人口の拡大や地域の活性化につながる。
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【本県の現状・課題等】
１　多くの国境離島を有する本県の諸課題

本県は朝鮮半島や中国大陸と一衣帯水の関係にあり、多くの有人国境離島及び北海道に
次ぐ長さの海岸線を有するという地理的特殊性があるところ、国を挙げて訪日外国人の誘
致をする中、本県における外国人入国者数も増加傾向にあり、また、今後外国人材の受入
れが進むことで、更に多くの外国人の入国が予想されることから、国内の治安維持のため
には水際対策の強化が必要である。また、我が国を訪れた外国人が安全・安心を実感でき
る対策についても更に推進していく必要がある。

２　社会の複雑・多様化の進展に伴う諸課題
⑴　人身の安全を確保するための対策

ストーカー、ＤＶ等の認知件数が高止まりにある上、児童虐待の認知件数が過去最高
となる中、これら事案に迅速かつ的確に対応し、殺人事件等の凶悪事件を未然に防止す
るためには、体制の更なる強化が必要である。

⑵　サイバー空間の脅威への対策
サイバー空間が県民生活や経済活動に不可欠な基盤となる中、サイバー犯罪等に係る

相談件数は多くなっており、積極的な事件化、効果的な被害防止対策等を更に推進して
いく必要がある。

⑶　特殊詐欺事件への対策
犯人の検挙や継続した広報啓発活動等により認知件数は減少しているものの、特殊詐

欺に係る相談件数は多く、また、その手口は悪質・巧妙化しているなど、各種対策を更
に強化していく必要がある。

⑷　風俗環境浄化への対策
観光立県を目指す本県においては、風俗環境浄化対策を強化しているところ、風俗営

業許可取扱件数は増加しているが、無許可営業店による違法行為が環境浄化の阻害要因
となっていることから、取締り体制を強化する必要がある。

３　特定複合観光施設（ＩＲ）導入に伴う諸課題
本県においては、ＩＲの区域認定を推進しているところであり、安全で安心なＩＲを実

現するためには適切な治安対策が必要である。

【提案・要望】
治安上の課題に的確に対処するため、地方警察官を増員すること

78　県民の安全・安心を確保するための地方警察官の
増員について

【警察庁】
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【提案・要望実現の効果】
警察官を増員することにより、長崎県が積極的に推進するIR誘致及び外国人観光客誘致並

びに国が目標とする2030年に訪日外国人数を6,000万人とする取組により生じるであろう交
流人口の増加等がもたらす治安上の課題に迅速かつ的確に対処し、全ての人が安全で安心し
て暮らし、滞在することのできる社会を実現することができる。


